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本日提案いたしました議案の概要につきまして、説明

を申し上げます。 

 

議案第 44 号から第 46 号は、一般会計ほか 2 会計の 

補正予算です。 

 

初めに、一般会計の主な内容について申し上げます。 

 

今年の 10 月頃に開設を予定している秋葉区児童館の

管理運営に要する経費を計上するほか、 

新川漁港における航路確保のため、県の財源を活用し、

大規模浚渫を実施します。 

 

また、高齢者施設の防災・減災対策を推進するため、

非常用自家発電設備などの整備を支援するほか、 

新潟駅西線の道路整備に伴う新幹線高架下の通信 

設備移転工事のため、債務負担行為を設定します。 

 

 加えて、葛塚小学校のスクールバスの購入費用のほか、 

 市民税オンラインシステムなど、各種システムの改修

に係る経費を計上するものです。 
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 次に、下水道事業会計では、全国特別重点調査により、

対策が必要とされた下水道管路の修繕工事費などを、 

 病院事業会計では、医療事故の和解に伴う損害賠償金

を計上するものです。 

 

なお、今月 5 日に成立した、中東情勢に対応する国の

補正予算により、本市へは約 3 億円の交付金の追加措置

が示されました。 

 本 市 経 済 活 動 や 市 民 の 皆 様 の 暮 ら し に 支 障 が   

生じないよう、本交付金に速やかに対応し、別途   

補正予算を今定例会に追加提案させていただきたいと

考えています。 

 

以上が補正予算の主な内容でありますが、出納整理 

期間も過ぎ、令和 7 年度の収支状況が、概ね見通せる 

段階となりましたので、この機会に決算見込みについて、

ご報告申し上げます。 

 

歳入につきましては、市税や交付金などが、現計予算

額を上回る収入を確保できる見通しであり、歳出につき

ましては、特別会計への繰出金などにおいて、 
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一定の不用額が生じることから、50 億円程度の黒字と

なる見通しです。 

  

次に、一般議案の概要について、説明いたします。 

 

議案第 47 号は、地方税法の改正等に伴い、固定資産

税の免税点の見直しなどを行うものであり、 

議案第 48 号は、新星中学校の設置に伴い、関連する

規定を整備するものです。 

 

議案第 49 号は、秋葉区児童館の設置に伴い、 

議案第 50 号は、小合東ひまわりクラブの設置に伴い、

それぞれ指定管理などに関連する規定を整備するもの

であり、 

議案第 51 号は、内閣府令の改正等に伴い、保育士配

置基準上の算定などに関する規定を整備するものです。 

 

議案第 52 号は、巻斎場の建て替えに伴い、指定管理

などに関連する規定を整備するものであり、 

議案第 53 号は、新潟市景観計画の特別区域として、

新たに古町花街地区を設定することに伴い、 
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関連する規定を整備するものです。 

 

議案第 54 号は、北区島見町地区 地区計画区域の変

更に伴い、用途の制限を見直すものであり、 

議案第 55 号は、診療報酬改定に伴い、特定診療科医

師の処遇改善に係る規定を整備するものです。 

 

議案第 56 号は、地方自治法の改正に伴い、新潟市監

査委員条例などに係る引用条項の修正を行うものであ

り、 

議案第 57 号は、秋葉区舟戸地区の住居表示の実施に

あたり、その実施区域及び実施方法を定めるものです。 

 

議案第 58 号及び議案第 59 号は、市民病院の医療事故

について、損害賠償の額を決定するものであり、 

議案第 60 号は、母子父子寡婦 福祉資金償還金の長期

滞納者に対し、債権に基づく支払いを求めるものです。 

 

議案第 61 号は、児童センター等に係る指定管理料の

返還を求める訴訟について和解をするものであり、 
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議案第 62 号は、固定資産評価員に 

新たに 石崎
いしざき

 浩
ひろし

 氏 

を選任することについて、議会の同意を得ようとする

ものです。 

 

議案第 63 号及び第 64 号は、除雪機械を取得するもの

であり、 

 議案第 65 号は、次期図書館情報システムで使用する

パソコン・プリンタ機器等を取得するものです。 

 

 議案第 66 号は、越後石山駅周辺整備事業に伴う東西

自由通路工事について、 

 議案第 67 号は、西蒲区役所解体工事について、 

 議案第 68 号は、歴史博物館空気調和設備改修工事に

ついて、 

それぞれ契約を締結しようとするものです。 

 

諮問第 1 号は、人権擁護委員の候補者として、 
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を推薦することについて、議会にお諮りするものです。 

 

報告第 1 号から第 4 号までは、繰越明許費などの繰り

越しについて、ご報告申し上げるものです。 

 

以上、提案いたしました議案について、説明申し上げ  

ました。 

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 


